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令和３年３月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

令和３年３月11日（木） 

                                         

（午後２時10分 再開） 

○議長（土井裕美子君）休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 この際、報告いたします。 

 先ほど設置されました令和３年度予算審査

特別委員会委員長に13番 田中さん、副委員

長に２番 垣内さんがそれぞれ選出されまし

た。 

 以上で報告を終わります。 

 それでは、日程に従い議案審議を行います。 

                     

 日程第49 議案第46号 市道路線の認定に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第49 議案第46

号 市道路線の認定について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第46号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第50 議案第47号 市道路線の廃止に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第50 議案第47

号 市道路線の廃止について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第47号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第51 議案第48号 町の区域の変更に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第51 議案第48

号 町の区域の変更について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第48号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第48号 町の区域の変更につ

いて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第52 議案第49号 土地の処分につい

て 
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○議長（土井裕美子君）日程第52 議案第49

号 土地の処分について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第49号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第49号 土地の処分について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第53 議案第50号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（土井裕美子君）日程第53 議案第50

号 公の施設の指定管理者の指定について 

を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第50号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第54 選第１号 橋本市公平委員会委

員の選任について 

○議長（土井裕美子君）日程第54 選第１号 

橋本市公平委員会委員の選任について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第１号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより選第１号 橋本市公平委員会委員

の選任について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本件はこれに同意することに決しまし

た。 

                     

 日程第55 選第２号 橋本市固定資産評価

審査委員会委員の選任について 

○議長（土井裕美子君）日程第55 選第２号 
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橋本市固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第２号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより選第２号 橋本市固定審査評価審

査委員会委員の選任について を採決いたし

ます。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本件はこれに同意することに決しまし

た。 

                     

 日程第56 選第３号 橋本市固定資産評価

審査委員会委員の選任について 

○議長（土井裕美子君）日程第56 選第３号 

橋本市固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第３号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより選第３号 橋本市固定資産評価審

査委員会委員の選任について を採決いたし

ます。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本件はこれに同意することに決しまし

た。 

                     

 日程第57 選第４号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（土井裕美子君）日程第57 選第４号 

人権擁護委員候補者の推薦について を議題

といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第４号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思
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います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより選第４号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本件はこれに同意することに決しまし

た。 

                     

 日程第58 選第５号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（土井裕美子君）日程第58 選第５号 

人権擁護委員候補者の推薦について を議題

といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第５号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより選第５号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本件はこれに同意することに決しまし

た。 

                     

 日程第59 選第６号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（土井裕美子君）日程第59 選第６号 

人権擁護委員候補者の推薦について を議題

といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第６号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより選第６号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 
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 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本件はこれに同意することに決しまし

た。 

                     

 日程第60 議案第51号 令和２年度橋本市

一般会計補正予算（第16号）について か

ら、日程第62 議案第53号 財産の貸付け

について までの３件 

○議長（土井裕美子君）日程第60 議案第51

号 令和２年度橋本市一般会計補正予算（第

16号）について から、日程第62 議案第53

号 財産の貸付けについて までの３件を一

括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）本日、追加提案させて

いただきました議案についてご説明申し上げ

ます。 

 まず議案第51号は、令和２年度橋本市一般

会計補正予算（第16号）でございます。 

 国の補助事業が採択となった小・中学校長

寿命化事業など、一般会計の総額としては１

億9,831万4,000円を増額補正するものでござ

います。 

 歳入の主なものとしては、地方譲与税や各

種交付金の減額のほか、新型コロナウイルス

感染症対策のための国庫補助事業に係る一般

財源を補填するための地方創生臨時交付金と

して8,673万7,000円を計上いたしました。ま

た市債で、地方交付税の不足見込み分の補填

として借り入れることができる減収補填債

9,757万円を計上するとともに、教育債では、

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債など

１億2,090万円を計上してございます。 

 次に、歳出の主なものは、地方創生臨時交

付金事業の執行状況を踏まえ、新型コロナウ

イルス感染症対策予算として電子入札導入に

係る経費など、当初予算から一部事業を前倒

し計上するほか、新たな事業として地域公共

交通事業者支援給付金など、総額2,856万

5,000円を計上してございます。 

 また、国の三次補正予算において補助採択

された予算として、西部小学校長寿命化改良

工事などを当初予算から前倒し計上するほか、

新たな事業として橋本中央中学校屋外教育環

境改良工事など、総額１億6,686万9,000円を

計上してございます。 

 議案第52号 令和２年度橋本市病院事業会

計補正予算（第８号）は、収益的収入で一般

会計からの繰入金として672万4,000円、収益

的支出で、新型コロナウイルス感染症対策従

事者への手当として、職員手当で384万4,000

円を予算計上してございます。 

 議案第53号は、財産の貸付けについてでご

ざいます。 

 これは旧信太小学校校舎を株式会社ティー

シーエイに有償貸付けをするにあたり、議会

の議決を求めるものでございます。 

 以上、議案３件についてご説明申し上げま

した。議員各位には、よろしくご審議の上、

ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（土井裕美子君）市長の説明が終わり

ました。 

 これより、議案第51号について質疑を行い

ます。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 11番 阪本さん。 

○11番（阪本久代君）10ページの地域公共交

通事業者支援給付金、新たな事業ということ

でご説明がありましたけれども、もう少し詳

しく地域公共交通のうちどういうところに給
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付されるのかということも含めて、ご説明を

お願いします。 

○議長（土井裕美子君）政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）10ページの給

付金でございますが、こちらは市内で事業を

担っていただいておりますバス事業者及びタ

クシー事業者に対する給付金というのを設け

させていただきました。コロナの影響を受け

まして、やはり乗車していただくお客さんと

いうのは減っておるというところで、和歌山

運輸支局との懇談の中でも交通事業者への支

援というのが話には出てきておりました。そ

の中でこの交付金を使いまして、交通事業者

への支援というのを設けさせていただいたと

ころでございます。 

 内訳は、金額としたらこちらの975万円なん

ですけども、金額の設定としましては、バス

事業者におきましては１路線当たり100万円、

タクシー事業者におきましてはタクシー車両

１台当たり５万円ということで、こちらの金

額については、７路線分と55台のタクシー車

両で見積もった額を計上させていただいてお

ります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 16番 樽井さん。 

○16番（樽井豪男君）10ページの12の委託料

電子入札、これについて、いつから電子入札

の運びになるのか教えていただきたいです。 

○議長（土井裕美子君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）この電子入札につ

きましては、来年度、令和３年度に運用の準

備をしまして、令和４年の６月、例年、入札

制度の変更につきましては５月に説明会等を

開いて、６月からの変更になりますので、令

和４年６月からの運用を予定しております。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第51号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第51号 令和２年度橋本市一

般会計補正予算（第16号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第52号について質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今、議題となっております議案第52号

については、委員会の付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 
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 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第52号 令和２年度橋本市病

院事業会計補正予算（第８号）について を

採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第53号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 １番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）三点ほどお伺いいたし

ます。 

 教育部長のほうから廃校プロジェクトに登

録をして、令和２年度の末に一応一定の方向

を示すということでお話は聞いておったんで

すけれども、コロナの影響で実際遅れたりと

か、手を挙げるところがあるのかなと心配し

ていたんですけど、こういう形で株式会社テ

ィーシーエイが高評価を得て、今回交渉権と

いうことで貸付けをするということになった

ことに対しては大変うれしく思っております。 

 それで三点ほどお伺いしたいんですけれど

も、ここにも書いてございます優先交渉権者

による地元説明会を開催したということです

けれども、この説明会において地元からどう

いった意見があったのかというのが一点と、

二点目は、最も高い評価点73.7点ということ

で高評価を得ておるわけなんですけど、どう

いった部分が高い評価を得られたのかという

のが二点と、それと、コワーキングスペース

及びアクティビティー施設を運営するという

ことなんですけど、小学校の敷地もそうです

し、建物も含めて、どういった部分までを貸

付けの範囲とされているのか、この三点をお

伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）ただ今のおただし

にお答えします。 

 まず地元説明会なんですけども、昨年の12

月13日にプレゼンテーションを行いまして、

今年の２月１日に基本協定を優先交渉権者と

締結をしてございます。その後、２月７日に

信太地区の皆さんを対象として説明会を開催

いたしました。参加者の方は38名ございまし

た。優先交渉権者から今回プレゼンテーショ

ンしていただいた内容、主に学校のグラウン

ドについてはキャンプ場、それから教室等の

屋内におきましてはコワーキング、またアク

ティビティー施設等ということでのご説明を

頂きました。 

 その上で地元のほうから出た意見なんです

けども、やはり地域資源を有効に活用してい

ただきたいということの中で、できるだけそ

ういうキャンプ場等の中では、当然食事等を

参加者、来られた方が作りますので、そうい

うときの食材として地元の農産物であったり

とか、また地元の行事もありますので、そう

いう行事に対してのご協力というようなご意

見がございました。 

 また、今回はご提案につきましては５年と

いうことでの提案を頂いてございます。ただ、

地元としましたら、できるだけ長く活用して

いただきたいと、そういうふうな要望もござ

いました。 

 それから、環境への配慮ということで、や

はりキャンプ場、朝から夜もある一定の時間

帯まで食事等、屋外で取られることになりま

すので、やはり大声を出したりとか、そうい

うところのご心配であったり、またやっぱり

ごみですね。当然、学校校舎内というか敷地

内だけでとどまるんではなしに、やはりここ
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にキャンプに来られた方が地域資源を活用し

た信太辺り一帯をハイキング等々をされます

ので、やっぱりごみの問題というのも気をつ

けてもらいたいと、そういう意見がございま

した。 

 それから、一つ雇用という面では地元雇用

も考えてほしいと。 

 また、学校内のスペースにおきましては地

域交流ということで、やっぱり住民の皆さん

が使えるスペースというのは確保していただ

きたいと。 

 そういうご意見を頂く中で、事業者のほう

から概ねそれらのことについては丁寧に回答

していただきまして、説明会におきましては

本当に優先事業者と、それから地元の皆さん

については概ね合意というか、ある一定のそ

ういうお話合いになったのかなというふうに

思っております。 

 それから、評価についてです。今回、３者

がプレゼンテーションに参加されたんですけ

ども、大きく二つに評価の着眼点を持ちまし

た。一つは事業内容、提案内容ですね。それ

からもう一つが、事業実施者としての適正か

否かというところを重きを置いて評価してご

ざいます。今回の株式会社ティーシーエイに

つきましては、事業内容については極めて評

価が高くございました。３者の中で一番高い

評価でございます。特に今回のキャンプ場、

またアクティビティー、コワーキングという

提案につきましては、市の長期総合計画の中

で信太地域一帯を観光拠点エリアという位置

づけをしてございます。そういう意味では、

市の政策との整合性というのは非常に高く評

価できるのかなということが一点。 

 それから、地域の特性を生かした提案がな

されたと。やはり農産物等を主体とした中間

山地域でございます。そういうところの中で、

それらの地元の皆さんのいろんな特産物等、

作られたものを活用して事業が展開されると

いう点。それから、地域の活性化というとこ

ろでは、地元交流も含めた形で柔軟な提案も

していただいていました。そういうところで

高い評価を受けたというふうに考えておりま

す。 

 それから貸付けの範囲なんですけども、こ

れはグラウンド、それから校舎についての範

囲となります。体育館につきましては、災害

時の拠点避難所に指定されておりますので、

ここについては除外をしてございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）１番 岡本さん。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

高評価ということでありますし、このティー

シーエイも人材派遣とか観光とかの会社でご

ざいまして、全国展開もされているんで、そ

の辺信用の置ける会社なのかなと思います。 

 もう一点、プールとかの使用についてはど

うお考えですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）資源としてはある

ということはお伝えをしてあるんですけども、

今回そこについて具体的にどのような活用を

するというようなお話はまだありませんので、

その点については事業展開次第で、今回の事

業者のほうから何か提案があるのかなという

ふうに思っています。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ６番 辻本さん。 

○６番（辻本 勉君）今の説明でいろいろと

具体的に分かったんですが、少し詳しく聞き

たいのは、このティーシーエイの本来の会社

概要といいますか、ここには書いてないので

もっと詳しく事業内容を、旧信太小学校で行

う事業内容は書いていただいておるんですけ

ども、本来の株式会社ティーシーエイの会社

概要といいますか、事業内容をもう少し具体
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的に詳しく教えていただきたいんですけど。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）株式会社ティーシ

ーエイにつきましては、本来、観光産業をサ

ポートする人材派遣会社というところで事業

を展開されてきてございました。まさしく外

国からの観光客に対する観光産業に対して、

派遣業務を主にされておったところでござい

ます。令和２年度、コロナ禍の中で、ほぼこ

の事業者については大変厳しい経営状況を強

いられたというふうに聞いております。 

 その中で今回は、国内の今の環境を鑑み、

国内のファミリー層向けに事業を新たに展開

していくということの中で、コロナ禍におけ

る新しい旅のスタイルを提供すると、その位

置づけで応募をされてございます。 

 この会社の親会社がございまして、これに

つきましては株式会社ヒト・コミュニケーシ

ョンズという東証一部上場の会社でございま

す。営業支援等を主にいろんな業界に対して

されている会社でございます。そこが親会社

となりまして、そのグループの傘下に入って

おられる会社となりますので、経営状況、単

体でいけば令和２年は厳しいような状況であ

りましたが、しっかりとした親会社がござい

まして、会社全体でサポートしながら今回の

提案を、事業を推進していくというふうに聞

いてございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 10番 髙本さん。 

○10番（髙本勝次君）そしたら、私は地域の

方からいろいろご意見を聞いているんで、こ

れからの方向性というか、そんなイメージな

んですけどね。一つは、これ、もともと当初

検討委員会が始まって、そこでどういうふう

な有効活用をするかということで、いろいろ

皆さん意見を出されていたみたいなんです、

検討委員会で。当初は地元のコミュニティセ

ンターあるいは高齢者の居場所、憩いの場所

とかボランティアセンターとか、いろんな案

というか、そういった方向性というか、そう

いった活用の仕方を考えておられたみたいな

んです、スタートはね。それからいろいろ検

討委員会でする中で、ここの事業者というこ

とになってきているんですけども。 

 私、お聞きしたいんですけど、少子高齢化

がこれから中山間地はどんどん進んでいきま

すし、そういう意味で、少子高齢化の中で地

域の活性化について、この位置づけというん

ですか、今回キャンプ場という形で事業者が

来はるんですけども、少子高齢化の進む地域

の活性化を生かしていくためどうしていくか。 

 もう一つは、ここでは第２層協議体が進ん

どって、助け合い信太ということでやってい

るんですけども、それとの兼ね合いというか、

それ等も含めた地域の兼ね合いで、どう地域

の活性化を結びつけてやっていかれるのかな

と。もともと私が最初言いましたように、コ

ミュニティとか高齢者の居場所とか憩いの場

所、そういったことを考えておられたことが

スタートだったんで、この辺が気になるから

ということで心配されているご意見を聞いた

んで、いかがかなと思って。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）お答えします。信太

小学校については令和元年３月末をもって廃

校と。それ以前からどういう校舎活用してい

くかということは協議しておりました。地域

の方々にもいろいろ考えていただいて、教育

委員会としてもいろいろ考えて、合意点を出

したのは、みんなの廃校プロジェクトという

文部科学省の廃校プロジェクトにのせていく

ということで合意させていただきました。こ

の点につきましてはやはり持続可能な廃校利

用、もう一つは議員おただしのとおり、地域

の方々にも活用いただけるような廃校利用と
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いうことで、廃校プロジェクトの中にもそう

いう提案をさせていただいて、申入れが三点

あったということです。地域の方々にお使い

いただく部屋は確保するということで、地域

の方々が入られて様々な活動をすることにつ

いて、このティーシーエイも一緒になって支

援していくというお話も頂いておりますので、

いろんな意見は確かにございます。しかしな

がら、地域の方々にもがご活用いただき、な

おかついろんな方にもご活用いただいて、地

域と一緒になってティーシーエイのいわゆる

この提案が現実のものになるように、私たち

も支援していきたいと思いますし、また地域

の方々にもお力添えを頂いて、一緒になって

盛り上げていきたいと、そのように思ってい

ますので、ご理解いただけたらと思います。 

○議長（土井裕美子君）10番 髙本さん。 

○10番（髙本勝次君）分かりました。そうい

う形で進めていただいて、あと今後の運営の

仕方なんですけど、教育委員会が橋渡しとい

うか、そういう形の間に入っていただいて、

運営上、いろいろ問題が起こったときも、教

育委員会も入っていただいて、進め方につい

ていろいろ課題が出てきたら応えていただき

たい。地域の方に説明をしながら進めていけ

るようにすれば、おっしゃるような内容を進

めていけると思うんで、その辺ぜひお願いし

たいということで思っているんです。 

○議長（土井裕美子君）答弁はよろしいです

か。 

○10番（髙本勝次君）ありましたら。 

○議長（土井裕美子君）教育部長、簡潔によ

ろしくお願いいたします。 

○教育部長（阪口浩章君）今後の運営という

ことに関しましては、本当に行政として教育

委員会だけではなしに、中山間地域での地元

の活性化ということもございますので、経済

推進部等とも連携をしまして、そして地元、

それから事業者、３者である一定協議をする

こともあるかと思いますので、そういうのは

定期的に行う中で一応事業を進めていただけ

るよう考えております。 

○議長（土井裕美子君）議長より申し上げま

す。質疑の途中ではございますが、ここで一

旦、議案審議を中断させていただきます。 

 この際、議長より申し上げます。 

 ３月11日、それは私たち誰もが忘れ得ない

日として心に刻む日であります。東北地方を

中心に未曽有の被害をもたらした東日本大震

災が発生して、今年でちょうど10年となりま

した。この後、震災発生時刻である２時46分

から約１分間の黙禱をささげ、この震災によ

り亡くなられた方々に対しまして哀悼の意を

表するとともに、ご冥福を心からお祈りいた

したいと存じます。 

 傍聴にお越しの皆さま方にもご協力を頂け

れば幸いに存じます。 

 それではあと少しですが、ご起立願いまし

て、時刻に合わせたタイミングで黙禱をお願

いいたします。いましばらくお待ちください。 

 45分になりましたので、皆さま、ご起立願

います。時刻となりました。黙禱。 

（黙禱） 

○議長（土井裕美子君）ご協力ありがとうご

ざいました。ご着席ください。 

 それでは、議案審議を再開させていただき

ます。 

 ほかに質疑する方ありませんか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）いろいろ勉強させてい

ただきました。あと、さらに聞くんですけど

も、スペースのすみ分けのことなんですけど

も、体育館は避難にというご理解を頂いとる、

空き教室もご理解を頂いとる、プールもとい

うそこまでは分かったんですけども、前に西

部中学校のときも同じ質問をしたんで聞いて
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おきます。入り口の関係かな。前の西部中学

校のときは、グラウンドもあれも使わない。

今回はグラウンドをキャンプの関係で使うと

いうことなんですけども、西部中学校のとき

はたしか入り口を別に確保してちゃんとすみ

分けをすると言うて、今現在進行形でできて

ないという事実。それは置いといて、今回は

ちゃんとそういうすみ分けが、入り口は多分

大丈夫だろうと思うんですけども、その辺の

整理がちゃんとできとるんか。会社の備品と

か、絶対これから出てくると思うんで、そう

いうすみ分けができとるんかということが一

点と、もう一個は、思いの詰まったたくさん

の卒業生が出られた学校、いろんな人が巣立

ってこられた方なんで、私ら学文路中学校の

ときもそうやったんですけど、卒業生の記念

碑であったりとか、学校らしい壁についてい

る大切なもの、こういったものは後どこへ行

くのか。その他備品とかもどこへ行くのか。

この辺だけ教えてください。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず出入口につき

ましては、基本的に今回の事業者がお使いに

なると。体育館については今回は除外をさせ

ていただいてございますので、その辺につい

てはすみ分けができておるかというふうに考

えております。ただし、非常時は別というこ

とでの了解は事業者には得てございます。 

 それから、卒業生等の本当に子どもたちが

つくった作品等々、例えば図書の本であった

りとか、使えるものは使いたいというふうな

事業者からの提案も来ております。そこのす

み分けはこれからになってございますので、

その辺はきっちりと事業者とお話をして、残

しておいて大事に使っていただくものは使っ

ていただく。そして、移させていただくもの

については、こちらのほうできちっと移して

いくというようなすみ分けは、今後、細かい

作業になりますけどもやっていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）一応答弁もれで２回目

させていただきます。記念碑とかはどこへ。

記念碑は使えないと思う。使えるもの使えな

いもののすみ分けの答弁になってないと思う

んで、そういう大事な記念碑は、例えば学文

路中学校やったらどこどこへ保管してあると

か、残念ながら壁に固定式のものは壁の一部

になる。それは分かるんですけど、移動でき

るもの、保管できるもの、こういうものはど

うするんですかということを聞いとるんです。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）お答えします。まず、

壁にかけてある記念作品とかがあると思うん

ですけれども、これについては基本的には学

校の形態を残して営業していきたいというお

話です。学校のよさを生かすというコンセプ

トもお持ちの企業ですので、黒板であるとか、

掲示物であるとかいうのは学校らしさをその

まま生かしていきたいということです。ただ、

不必要なものについては教育委員会と今後協

議して、使えるものはほかのところで使って

いく。例えば長机であるとか、いろんな職員

室内の賞状であるとか校旗であるとかがある

と思うんですけども、これらについては職員

室内にそのまま置いておくという形になりま

す。校旗についても生かしていただきたいと

私たちは思っています。そういう形で、基本

的に学校があったときを維持しつつ、維持し

ながら経営をしていただくという形になりま

す。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）解釈が間違っていたら

悪いんですけど、記念碑も全部学校の備品と

してそのまま業者に行くということで、その

他卒業生らは理解しとる、地元は理解しとる
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という解釈でよろしいですか。 

○議長（土井裕美子君）今ので２回目の質問

ということで。答弁を求めます。 

 教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）卒業生等の記念碑

等につきましては、これはまだ調整をしてお

るところです。置き場所も含めて。ただ、先

ほど教育長が申し上げましたように、校旗等

は学校のほうに置きまして、保管をしていく

ということになってございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）契約内容についてお伺

いいたします。 

 以前西部中学校のときは、こちらからもし

何かがあった場合に契約を解除できるという

条項がなかったということで、いつの間にか

家賃が分割払いになってたりとかもあったか

と思います。今回の契約はそういった部分も

含めてきちんとできているのかというのが一

点と、前回の西部中学校のときも、最初は連

帯保証人とかも設定してなかった。指摘して

やってくれるようになったかと思うんですけ

れども、今回はその辺りも生かされておりま

すでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）後ほど答弁させて

いただきます。しばらくお待ちください。 

○議長（土井裕美子君）しばらくお待ちくだ

さい。暫時休憩いたします。 

（午後２時54分 休憩） 

                     

（午後２時54分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、再開いた

します。 

 ただ今の質問に対する答弁を求めます。 

 教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）失礼いたしました。 

 まず、契約の解除の条項は設けてございま

す。これに対しては、契約に定める内容に違

反した場合、また物件の管理が良好でない場

合ということで、解除をできるとしてござい

ます。 

 それから連帯保証人については、今回は設

けてございません。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）その理由はなぜですか。

絶対、相手さんは滞納も何もないしというこ

となんですか。本来は連帯保証人も設けるべ

きではないでしょうか。その設けなかった理

由はいかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）本契約には契約の

解除ということで、提案内容、契約条項等に

反した場合には解除していくということを持

っております。ですので、当然、家賃等の遅

延等も含めてそういうことのないようにとい

うことになっておりますので、特に連帯保証

については設けてございます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

 ８番 杉本さん。 

○８番（杉本俊彦君）この契約、むちゃくち

ゃ緩い契約で、まちづくりをするにはこんな

ええ契約をやってくれてよかったなとものす

ごく感心しています。まちづくりをやってい

たら契約がものすごく前に行くんですけれど

も、この契約は地元で反対があれば解除でき

るような形になっているというのがすごいこ

とで、我々よりも地元の人が駄目だって判断

した時点で、ここの会社はやめざるを得んと

いうような契約ですわ。これを受けてくれて、

こんな形で借りてくれた中で、ものすごい私、

ええとこを見つけたなと。何で教育委員会で

すか、ようこんなところからどないして引っ

張ってきたんかなと思うぐらいに私、びっく
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りしておる契約になっています。 

 それと、グラウンドを使うのにキャンプ場

だけということをやっていますけども、これ、

例えばグラウンドで畑をして耕されたらどう

するんかなとか。自由なのは自由でええんで

すけども、この辺はおおらかに地元の人は許

してくれるんかなとかって心配になったので、

契約があってもなかっても地元が許したらえ

えんやけど、そやけど、これはどうかなとい

うふうなんあるんで話で出たんかなと。そこ

までの自由さは見ているんかなとか思うんで

すけれども、いかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）今回の提案事業者

から提案といいますのは、まずキャンプ場と

いうことで。それが軌道に乗ってくれば、グ

ランピング施設も配備をしていきたいという

ふうにお考えを頂いてございます。まずはそ

ういうことで進めていただけると。それに対

して地元のほうも歓迎のムードであるという

ふうには認識しておりますので、そういうと

ころでまずは、事業者がこれからここの持っ

ているネットワークを通じて、多分誘客を図

ってくるかと思いますので、そこのところに

は期待をしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第53号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第53号 財産の貸付けについ

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

○議長（土井裕美子君）以上で本日の日程は

終わりました。 

 お諮りいたします。 

 明３月12日から24日までの13日間は委員会

審査等のため休会とし、３月25日午前９時30

分から会議を開くことにいたしたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありません

ので、そのように決しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

（午後３時00分 散会） 

 

                                        


